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伊奈町小学校医療的ケア児に対する看護師派遣業務に係る 

プロポーザル実施要領

 
１ 業務の目的 
  伊奈町立小学校において、医療的ケアを必要とする児童（以下「医療的ケア児」

という。）に対し安全な看護と教育補助を行うため、専門的知識や技術、経験を有す

る看護師の派遣を受けることを目的とする。 
  なお、医療的ケアを必要とする本業務において、価格の競争のみを根拠とする業

者選定の方法は、児童の安全な教育に支障をきたす恐れがあるため、価格や看護師

の管理体制等を基準とし、総合的な判断を行うことができる公募型企画提案プロポ

ーザル（以下「本プロポーザル」という。）を実施するものである。 

 
２ 業務の概要 
（１）業務の名称 

    伊奈町小学校医療的ケア児に対する看護師派遣業務 
 （２）業務の内容 
    伊奈町小学校医療的ケア児に対する看護師派遣業務仕様書（別紙）のとおり 
 （３）履行期間 
    令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 
    ※年末年始、土、日、祝日を除く。ただし、行事の際はこの限りではない。 
 （４）契約金額の上限 
    ５，５７０，０００円（税・交通費込） 

※提案内容に関わらず、この上限額を超えた提案は失格とする。 
※派遣日数は２０５日とし、１日当たりの派遣時間は実働６．５時間として

積算すること。 
※この金額は、契約予定額を示すものではない。 

 
３ 選定委員会 
  伊奈町小学校医療的ケア児に対する看護師派遣業務（以下「本業務」という。）の

審査は、伊奈町小学校医療的ケア児に対する看護師派遣業務受託候補者選定委員会

（以下「委員会」という。）が行う。 

 
４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、単独企業又は共同事業体とし、以下の全ての 

条件を満たすものとする。（共同事業体の構成員も含む。）なお、共同事業体で参加す
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る者は、代表企業を定めること。 
また、一つの企業が複数の企画提案に参加することはできないものとする。 

（１）申請日時点で伊奈町競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同項を

準用する場合も含む。）の規定に該当しない者であること。 
（３）申請日から契約締結日までにおいて、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、町

における一般競争入札、その他町における入札の参加を制限された者でないこ

と。 
（４）本業務遂行中の円滑な連絡調整及び緊急時の迅速な対応が行えるよう、埼玉県

又は東京都に本社又は支社、営業所を有していること。 

 
５ 選定スケジュール 

令和８年１月２３日（金） 募集開始 

令和８年１月３０日（金） 
質問の受付期限 

参加申請書の提出期限 

令和８年２月 ３日（火） 質問の回答日 

令和８年２月１０日（火） 企画提案書の提出期限 
（プロポーザル辞退届の提出期限） 

令和８年２月１７日（火） 
１５：１５～ 

選定委員会（プレゼンテーション） 

令和８年２月下旬 審査結果の通知 

   ※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある。 

 
６ 要領等の配布 
  実施要領、仕様書、様式等の配布方法は、町ホームページに掲載する方法とする。 

 
７ プロポーザル参加申請の方法 

本プロポーザルに参加しようとする者は、下記の書類を提出すること。 
・参加申請書（様式１） 
・会社概要（任意様式）※パンフレット等でも可 
・直近の決算時の財務諸表（貸借対照表・損益計算書等） 

（１）提出期限 令和８年１月３０日（金）１７時１５分まで【必着】 
（２）提出先 伊奈町教育委員会学校教育課 
（３）提出方法 電子メール（持参又は郵送も可） 

※電子メールによる場合は、送信後、必ず電話にて確認すること。 
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※持参による場合は、平日の８時３０分から１７時１５分までとする。 
※郵送による場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 
なお、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

（４）提出部数 各１部（持参又は郵送の場合） 

 
８ 不明な点がある場合の質問書の提出及び回答 

本業務の提案に係る問い合わせがある場合は、質問書（様式２）を提出する。なお、

企画提案の審査に係る質疑については受け付けない。 
（１）提出期限 令和８年１月３０日（金）１７時１５分まで【必着】 
（２）提出先 伊奈町教育委員会学校教育課 
（３）提出方法 電子メール 

※送信後、必ず電話にて確認すること。 
（４）回答方法 参加申請者全員に対し、メールにて回答する。 
（５）回答予定日 令和８年２月３日（火） 

 
９ 企画提案書の提出 

企画提案書は以下に示す期限までに提出すること。 
（１）提出期限 令和８年２月１０日（火）１７時１５分まで【必着】 
（２）提出先 伊奈町教育委員会学校教育課 
（３）提出方法 持参又は郵送 

※持参による場合は、平日の８時３０分から１７時１５分までとする。 
※郵送による場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 
なお、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

（４）提出部数 各１０部（任意様式）及び同内容の電子データ（PDF） 
   ※見積書を含めＡ４サイズ２０枚以内とする。（両面の場合は１０枚以内） 
   ※表紙等を貼付する場合は含めない。 

   ※電子データ（PDF）については、メール又はCD-Rでの提出とする。 

 
１０ 企画提案書の記載内容 

「１２ 選定等（５）審査基準」を参考に次の内容を順に記載すること。 
（１）業務遂行能力について 

①同種業務の実績（５年間（令和３年度以降）の実績） 
 ※可能な限り全ての実績を記入すること。 
※同種業務とは、他自治体における医療的ケア児に対する看護師派遣業務を 

いう。 
※令和７年度に新たに請け負った実績も含む。 
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※一つの看護師派遣業務を複数年度にわたって請け負った場合には１として

カウントすること。 
※契約締結時に、他自治体の契約書の写し５年分を提出すること（請け負っ

た業務の内容が確認できるもの）。 
②専門技術、知識及び組織体制 
③自己資本比率 （自己資本÷総資本×100） 

 （２）企画提案内容について 
   ①医療的ケア児に対する考え方 
   ②実施体制（継続性、安全性） 
   ③連携体制 
   ④看護師の採用 
   ⑤看護師の管理体制 
   ⑥緊急時対応（看護師の欠席、欠員） 
   ⑦緊急時対応（事故、体調悪化） 
   ⑧保護者等対応 
（３）提案見積金額について 
  見積書及び見積内訳書（任意様式） 
  ※派遣労働者１人１時間当たりの単価（交通費、労働保険、社会保険、その他の

諸経費を含む）の見積とすること。 
   ※「２ 業務の概要（４）契約金額の上限」の記載事項に留意すること。 
   ※見積書については税込金額とし、押印省略も可とする。 

 
１１ プロポーザル参加の辞退 

参加申し込み後に辞退する場合は、「企画提案辞退届」（様式３）を提出すること。 
辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益は被らない。 

（１）提出期限 令和８年２月１０日（火）１７時１５分まで【必着】 
（２）提出先 伊奈町教育委員会学校教育課 
（３）提出方法 電子メール（持参又は郵送も可） 

※電子メールによる場合は、送信後、必ず電話にて確認すること。 
※持参による場合は、平日の８時３０分から１７時１５分までとする。 
※郵送による場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 
なお、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

（４）提出部数 １部（持参又は郵送の場合） 
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１２ 選定等 
（１）選定方法 

企画提案書の内容について、プレゼンテーションを踏まえ、提出書類を総

合的に審査し、委員会の委員による採点を行い、受託候補者を選定する。な

お、審査は非公開とする。 
    ①委員会の委員は、次の「（５）審査基準」により評価を行い、最も適してい

ると認められる受託候補者を選定し、次に適していると認められる者を補

欠候補者とする。補欠候補者とは、候補者が町と契約するまでの間に失格、

辞退等があった場合に候補者となるものである。 
②合計得点は評価総計点の６割以上でなければならない。合計得点がこの基

準に達しない場合は、候補者又は補欠候補者としない。 
③企画提案者が１社の場合は、合計得点が評価総計点の６割以上である場合

に、受託候補者として選定する。 
 （２）プレゼンテーション実施日 

令和８年２月１７日（火）１５時１５分から予定 
     ※会場、日時等の詳細は別途通知する。 
（３）時間配分 

各事業者の持ち時間はプレゼンテーションの時間を２０分以内、質疑応答

の時間を２０分程度とする。ただし、企画提案者数などにより持ち時間を変

更する場合がある。 
※プレゼンテーションにおいてプロジェクター等を使用したい場合は、事前

に伊奈町教育委員会学校教育課に連絡すること。なお、投影する資料につ

いては、提出された企画提案書（PDF）を伊奈町教育委員会学校教育課で

投影準備を行う。 
※プレゼンテーションでは、提出した企画提案書に沿って説明すること。 
なお、当日の追加資料については認めない。 

※プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。 
（４）出席者 
    プレゼンテーションに出席できる者は３名以内とする。また、プレゼンテー

ションは、本業務の担当予定者が参加すること（看護師に限らない。）。 
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（５）審査基準 

審査項目 

（得点配分） 
審査事項 評価点 

業務遂行能力 

（１５） 

同種業務の実績 
本業務に関する同種業務の十分な実績がある

か。 
５ 

専門技術、知識及び

組織体制 

本業務に対する専門的な技術や知識、組織体制

を有しているか。 
５ 

自己資本比率 

（企業の体力や健全

性を測る指標） 

履行保証等を勘案するにあたり、資本は安定し

ているか。 
５ 

企画提案内容 

（４０） 

医療的ケア児に対す

る考え方 

医療的ケア児を受け入れる上での課題や責務に

ついて、十分に理解しているか。 
５ 

実施体制 

（継続性、安全性） 

本業務を安定的かつ安全に履行するための組織

体制を有しているか。 

また、柔軟な対応が取れるか。 

５ 

連携体制 
保護者や学校、医療機関等と業務に必要な連携

を十分に取ることができるか。 
５ 

看護師の採用 

安定的かつ安全な派遣を実施できるよう配慮し

た看護師の採用方法及び採用基準となっている

か。 

５ 

看護師の管理体制 

看護師の保有人数及び雇用形態について、本業

務が滞りなく履行できるよう十分な体制を敷い

ているか。 

５ 

緊急時対応① 

（看護師の欠席、 

欠員） 

看護師が急な欠席・遅刻等をした場合の対応方

法が提案されているか。 

また、看護師に急な欠員が生じた場合の対応方

法が提案されているか。 

５ 

緊急時対応② 

（事故、体調悪化） 

業務中に看護師が関係する事故が生じた場合の

対応及び補償について提案されているか。 

また、児童の体調が悪化し、緊急対応が必要に

なった場合の対応方法が提案されているか。 

５ 

保護者等対応 

児童や保護者との間にトラブルが生じた場合

に、適切な対応を取ることができるか。 

また、個人情報の取扱いは適切であるか。 

５ 
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（６）審査結果の通知 

     審査結果は、全ての参加者に対して文書で通知するとともに、町ホームペ

ージにて公表する。 
     ※通知予定日：令和８年２月下旬（予定） 
 
１３ 企画提案書等の無効又は失格 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効又は失格とする。 
（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

 （２）提出書類に虚偽の記載があった場合 
 （３）プレゼンテーションに参加しない場合 
 （４）不正行為が認められた場合 
 （５）参加資格要件を満たさない場合 
 （６）見積額について契約金額の上限を超える提案がされた場合 
 （７）プレゼンテーションにおいて企画提案書以外の資料を使用した場合 

 
１４ プロポーザルの中止等 

やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めると

きは、中止又は取り消す場合がある。 
その場合においては、本プロポーザルに要した経費を町に請求できない。 

 
１５ その他 
（１）企画提案書等の作成・提出、プレゼンテーションへの参加等にかかる一切の経

費は企画提案者の負担とする。また、提出書類は返却しない。 
（２）提出書類は審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとす

る。 
（３）プレゼンテーションは非公開で行うが、提出書類は、公平性、透明性及び客観

性を期するため、情報公開の請求があった場合には公表することがある。ただし、

当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものにつ

いては非開示とする。 

プレゼンテー

ション 

（５） 

取組姿勢・対応能力 

本業務に対する取り組み姿勢が適切かつ意欲的

であるか。また、質問等に対する応答が明快で、

的確であるか。 

５ 

提案見積金額 

（１０） 

最低見積金額／見積金額×１０ 

※見積金額は税込額で計算し、小数点以下四捨五入。 

※最低見積金額…各企画提案者のうち、最も低い見積金額 

１０ 
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（４）提出書類の受理後の差し替え、追加、削除等は原則として認めない。 
（５）電子メールの通信事故及び郵便事故等について町はいかなる責任も負わない。 
（６）審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 
 

１６ 書類提出及び問い合わせ先 
 〒３６２－８５１７ 

埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目３５５番地 
伊奈町教育委員会学校教育課 
担当：野原 航 
TEL：０４８－７２１－２１１１ 

  FAX：０４８－７２１－４８５１ 
  Email：kyou-iki01@saitama-ina.ed.jp 
 


